
9月30日まで(変更前)

代理人からの申請の場合は、委任状が必要。

ただし、

「同一世帯の親族」からの申請であれば

委任状は省略可。

代理人からの申請の場合は、委任状が必要。

「同一世帯の親族」からの申請でも、

委任状は必要。

10月1日から(変更後)

10月1日から税務証明の取り扱いを変更します10月1日から税務証明の取り扱いを変更します
問い合わせ

税務課　市民税係（☎内線330）・固定資産税係（☎内線332）、納税課　納税管理係（☎内線366）

みんなで楽しく！

シニアスポーツ教室を開催します！

みんなで楽しく！

シニアスポーツ教室を開催します！

申込・問い合わせ　スポーツ課　スポーツ係　☎（918）5381　　　（918）7070

太宰府史跡水辺公園

（市民プール）

臨時休園のお知らせ

太宰府史跡水辺公園

（市民プール）

臨時休園のお知らせ

スポーツ課　☎（918）5381

太宰府史跡水辺公園　☎（921）8668

なお、以下の場合は、これまでどおり委任状を省略できます。

１  納税管理人、相続人(※１)などが申請する場合

２  申請日時点の同一世帯（※２）の親族（※３）が市県民税にかかる所得証明、課税・非課税証明、営業

証明を申請し、使用目的が次の場合

(1)扶養申請　　(2)年金関係　　(3)確定申告　　(4)福祉関係　　(5)児童手当

(6)奨学金・授業料免除　　(7)就学支援金　　(8)官公庁提出

３  車検用軽自動車税納税証明を申請する場合

４  同一世帯（※２）員が申告用納付額証明を申請する場合

※１　相続人は、戸籍謄本など相続権を確認できる書類が必要です。

※２　同一世帯に限りますので、同住所にお住まいであっても別世帯の人が申請する場合は委任　

　　　 状が必要です。

※３　親族とは、配偶者、血族、姻族のことです。

　毎日を健康に過ごすには、適度な運動で丈夫な体をつくり、いきいきと

楽しむことが大切です。スポーツが好きな人はもちろん、一人ではなかな

か運動する機会がないという人も、みんなで楽しく運動しませんか？

　プールのメンテナンスのため、下

記の期間は臨時休園します。利用

者の皆さんにはご迷惑をおかけし

ますが、ご理解くださいますようお

願いします。

  臨時休園期間

10月28日㈪～11月２日㈯

※11月４日（月・祝）は通常営業　

　　します。

　 11月５日㈫は休園日です。

開催日

内　容

時　間

場　所

対　象

参加費

定　員

火曜日コース 11月５日、11月12日、11月19日、11月26日

金曜日コース 11月29日、12月６日、12月13日、12月20日

軽スポーツ、グラウンドゴルフなど

　※詳細については、申し込みいただいた人にプログラムを郵送します。

午前10時～11時30分

とびうめアリーナ　他

60歳以上の人

全４回１千円、両コース（全8回）1,500円

各コース　先着25人

　※元気づくりポイントの対象事業です。

　 法人の税務証明を申請する場合は、申請書または委任状に代表者の印（社名入り

のもの）を押印してください。

個人情報保護のため、「本人以外の人が税務証明を申請する場合」は、原則委任状が必要です。

10月１日から同一世帯の親族が申請する場合の取り扱いが変わります。

注意点

問い合わせ

FAX

太宰府市役所　代表電話 (921)2121  FAX (921)1601 8広報だざいふ 2019.10.1 （令和元年）


